
令和８年（２０２６年）６月２４日 

日光市観光経済部環境森林課 

 

 

 

 

 

 日光市では、脱炭素先行地域事業の一環として、奥日光地域において持続可能な地域づく

りに取り組む事業者を認証する「サステナブル奥日光認証制度」をスタートします。 

 

日光市奥日光地域は令和５年４月２８日に環境省の脱炭素先行地域に選定され、地域の脱

炭素化とエリア全体の電熱レジリエンス強化を進めるとともに、環境保全をテーマとする教育

旅行の拡大等によりサステナブルツーリズムの発信地・先進地として観光業の活性化を狙っ

ており、「雲の上のサステナブルリゾート」の実現を目指しています。 

また、日光市では令和６年４月１日に日光市地域循環によるゼロカーボンシティ実現条例を

施行し、脱炭素と地域が抱える課題の双方を解決し、持続可能な地域づくりを進めています。 

サステナブル奥日光認証制度は、奥日光地域で持続可能な地域づくりに取り組む事業者を

「サステナブル奥日光認証事業者」として認証・PR することにより、地域全体の取組意識及び

サービスの質の向上を目指すとともに、もって持続可能な地域の実現に資することを目的と

して実施する、新しい認証制度です。 

 

【認証制度概要】 

①期間 令和８年６月２４日（水）～ 

②認証要件  

(1) 各種法令に基づく営業許可を持ち、日光市奥日光地域において事業を行っているこ

と。 

(2) 事務局が定める「持続可能な地域づくりに向けた取り組み」の内「環境」「観光」「エネ

ルギー」のカテゴリーの中から合計３つ以上に取り組んでいること。  

(3) 現在の取り組みに加えて、持続可能な地域づくりに向けた取り組みを新たにひとつ

以上実施する予定があること。 

(4) 日光市の持続可能な地域づくりに向けた取り組みに賛同すること。 

※市 HP：https://www.city.nikko.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyohozen/1/11582.html 

 

【本件に関する問合せ先】 

日光市観光経済部環境森林課気候変動対策係 担当：篠原・五十嵐 

電話：0288-21-５１５２ MAIL：kankyou-shinrin@city.nikko.lg.jp 

守り育てた奥日光を、次の世代へ。 

「サステナブル奥日光認証制度」スタート 

資料４ 


